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食品安全に関するリスクプロファイルシート 

（寄生虫） 
更新日：2019年11月27日時点版 

 項 目 内  容  

１ 病原微生物   

 （１）一般名 アニサキス  

 （２）分類   

 ① 種名 Anisakidae，Anisakinae, Anisakis simplex 
Anisakidae，Anisakinae, Anisakis pregreffii 
Anisakidae，Anisakinae, Anisakis physeteris 
Anisakidae，Anisakinae, Pseudoterｒanova decipiens 等 

 

  アニサキス科アニサキス亜科アニサキス属 

シュードテラノーバ属 
 

 ② ステージ・形態 ・ アニサキスは、海水中で卵がふ化した後、第１～4期幼虫を経て
成虫になる（生活環の詳細は「（４）①生活環」を参照）。 

・ ヒトから摘出される虫体の多くが第3期幼虫である。時に第4期幼
虫も検出される。 

・ 第3期幼虫は幅0.3～0.6 mm、 体長20～35 mmで、肉眼でも見
える。 

(奥・神谷, 2004; 大鶴, 1969) 
 

・ アニサキス属の場合、第3期幼虫は、胃部の長さ、尾突起の有
無、尾部の形態という形態学的な違いによりアニサキスⅠ～Ⅳ
型幼虫に分類される。 

（鈴木・村田, 2011） 
・ 食中毒の原因となる幼虫は、アニサキスⅠ型幼虫が大多数を占
める。 

（国立感染症研究所, 2014&2017; 鈴木・村田, 2011） 
・ 食中毒患者から摘出されたアニサキスの多くはⅠ型幼虫に分類
されるAnisakis simplexである。 

（東京都市場衛生検査所, 2014） 

 

 (３)特徴   

 ① 宿主体内での寄

生部位 

・ アニサキスの宿主は、中間宿主（オキアミ）と終宿主（クジラやイ
ルカ、アザラシなどの海産ほ乳動物）であり、待機宿主（海産魚
介類）の体内では、第3期幼虫のままで成虫にならない（生活環
の詳細は「（４）①生活環」を参照）。 

（Pozio, 2013; 奥・神谷, 2004） 
 

・ 食用又は食品の汚染源となる宿主は海産魚介類である。 
・ 第3期幼虫は、海産魚介類の腹腔内の諸臓器の皮膜下、一部
筋肉に被囊している。被囊の直径は3 mm程度。 

（大鶴, 1969） 
 
・ 海産魚介類の死後、幼虫は内臓から筋肉に移行することもあ
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り、内臓摘出までの時間が長いほど筋肉中に移行する幼虫の数
が増える。 

(Pozio, 2013) 
 

・ 幼虫は大部分の魚介類では内臓部分に多いが、サケ・マス類
では筋肉中に多数寄生している。 

(浦和, 1986) 
 

 ② 宿主への病原性 ・ 一般的に待機宿主の魚類にはほとんど影響を及ぼさないが、稀
な事例として、中国から輸入され、Anisakis pregreffii が大量寄
生したカンパチ幼魚にて、胃が変形する等の病理変化が報告さ
れている。 

 (Yoshinaga et el., 2006) 

 

 ③ その他 -  

 （４）生活環   

 ① 生活環 ① 海水中で卵がふ化する（第1～3期幼虫）。 
↓ 
② 第1～3期幼虫が中間宿主（オキアミ）に食べられる（第3期幼

虫）。 
↓ 
③ 中間宿主（オキアミ）が待機宿主（海産魚介類）に食べられ、

る（第3期幼虫）。 
↓ 

  ④ 待機宿主（海産魚介類）が終宿主（クジラやイルカ、アザラシ
などの海産ほ乳動物）に食べられると、第3期幼虫は第4期
幼虫を経て成虫となり、終宿主の腸管に寄生し産卵する。 

↓ 
⑤ 終宿主（海産ほ乳動物）のふん便と共に、卵が海水中に散布

される。 
（Pozio, 2013; 奥・神谷, 2004） 

 

 ②  食用となる生物

への感染経路 

・ 海産魚介類がアニサキスを保有するオキアミを摂食することによ
り経口的に感染する。 

(奥・神谷, 2004) 
 

・ アニサキス幼虫に感染した海産魚介類を、更に大型の海産魚介
類が補食することにより、大型の海産魚介類も経口的に感染す
る。 

（Pozio, 2013） 

 

 

 ③  ヒトへの感染経

路 

・ 待機宿主である海産魚介類を生食（不十分な冷凍又は加熱の
ものを含む）することにより、腹部痛、嘔吐等の症状を示す。 

（奥・神谷, 2004） 

 

 （５）検査方法 ・ 海産魚介類の内臓や筋肉の表面に寄生する虫体は肉眼による
直接観察で確認でき、ピンセットなどを用いて宿主組織から直接
採取する（直接観察法）。 

・ 組織内に寄生しているため表面からの観察が困難な場合は、組
織を2枚のガラス板に挟んで圧平し、肉眼、または実体顕微鏡下
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で検査する（圧平法）。あるいは、人工消化液を用いて組織を消
化し、組織内に寄生する虫体を検出する（消化法）。 

・ 組織片をガラス板で圧平するか、あるいはフードプロセッサー等
で組織を破砕したのち、それを白色光や紫外線の透過光、ある
いは落射光に当てることにより虫体を検出する（キャンドリング
法）。 

（（公社）日本食品衛生協会, 2015） 

 （６）特記 -  

２ 食品への汚染   

 （１）汚染されやすい食

品・摂食形態 

・ 生鮮海産魚介類を生（不十分な冷凍又は加熱のものを含む）で
食べることで発症する。 

（厚生労働省, 2014） 

 

 （２）汚染経路 ・ 海産魚介類がアニサキス幼虫を保有するオキアミを摂取するこ

とにより、経口的に感染する。 
・ アニサキス幼虫に感染した海産魚介類を、更に大型の海産魚介
類が補食することにより、大型の海産魚介類も経口的に感染す
る。 

（Pozio, 2013） 
 
・ ゴマサバを対象とした調査から、重量が大きく、また年齢注が高
いほど感染率が高くなるという結果が報告されている。 
注：The von Bertalanffy growth equation（魚類の成長曲線を示す数式の

一つ）を使いゴマサバの体長から計算 

（Chou et al., 2011） 

 

 （３）汚染実態 【国内】 
・ アニサキス科線虫は、日本近海の魚介類165種以上から検出さ

れている。 
（（公社）日本食品衛生協会, 2015） 

・ 1985～2001年の調査で、スルメイカでの寄生率は2～24％、スケ
トウダラでは59～100％であった。スケトウダラの場合、肝臓、魚
卵、白子の生食には注意が必要だが、寄生部位は主に内臓廃
棄部位であった。 

（鈴木・村田, 2011） 
・ 2007～2009年に国内14産地で採れたマサバ218尾の74.3％
（162/218）からアニサキスⅠ型幼虫が検出され、マサバ1尾あた
りの平均寄生数は22個体であった。 

（Suzuki et al., 2010） 
 

・ 1996～2001年の5年間に東京都内に流通している輸入及び国
産サケ・マス類を調査した結果、輸入・国産ともに天然サケ・マス
で高い寄生率が認められたが、冷凍ものから検出された虫体は
全て死滅していた。また養殖魚からは検出されなかった。国産天
然サケ・マス類では、内臓表面と比べると、最も脂がのっている
腹部筋肉に高い率で寄生していた。 
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・ 輸入サケ・マス類の魚種別・原産国別アニサキスⅠ型幼虫寄生状況

（1996－1997） 

魚種名 原産国 陽性数／ 

検体数（尾） 

陽性率 平均寄生

数／尾 

最大寄生

数／尾 

シロザケ

（天然） 

アメリカ 

（アラスカ） 

３／３ 100％ 11 30 

マスノスケ

（天然） 

アメリカ 

（カリフォ

ルニア） 

５／７ 71％ ９ 48 

〃 アメリカ 

（アラスカ） 

２／３ 67％ ７ 20 

〃 アメリカ

（詳細不

明） 

２／３ 67％ ２ ３ 

〃 カナダ １／５ 20％ １ ３ 

ギンザケ

（天然） 

アメリカ

（詳細不

明） 

１／２ 50％ １ １ 

〃 カナダ ０／２ ０％ ０ ０ 

ベニザケ

（天然） 

アメリカ 

（カリフォ

ルニア） 

９／10 90％ 17 40 

〃 

 

カナダ １／７ 14％ １ １ 

マスノスケ

（養殖） 

アメリカ 

（カリフォ

ルニア） 

０／１ ０％ ０ ０ 

〃 カナダ ０／３ ０％ ０ ０ 

〃 ノルウェー ０／４ ０％ ０ ０ 

〃 ニュージー

ランド 

０／２ ０％ ０ ０ 

ギンザケ

（養殖） 

チリ ０／９ ０％ ０ ０ 

タイセイヨ

ウサケ（養

殖） 

ノルウェー ０／８ ０％ ０ ０ 

  東京都の調査結果をもとに作成 

（鈴木, 2003） 

 

 ・ 国産天然サケ・マス類の魚種別アニサキスⅠ型幼虫の寄生状況 

（1999－2001） 

魚種名 陽性数／ 

検体数（尾） 

陽性率 平均寄生

数／尾 

最大寄生

数／尾 

シロザケ 

（トキシラズ） 

19／23 83％ 11 33 

シロザケ 

（秋ザケ） 

27／27 100％ 22 161 
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サクラマス 24／34 71％ ２ 18 

カラフトマス 12／34 35％ １ 11 

 東京都の調査結果をもとに作成 

（鈴木, 2003） 
 

・ 2005年6月～2006年11月に東京都内に流通するメジマグロを対
象にした調査で、39尾中21尾の内臓にアニサキスの寄生が認め
られ、そのうち1尾では筋肉中にも寄生していた。また、寄生が認
められたメジマグロの重量は3 kg以上で、寄生数は1～349個体
であり、寄生数と魚体重量に相関関係は認められなかった。 

（村田・鈴木, 2008） 
 

・  東京都の調査 
期間：2007年4月～2010年3月 

試料採取：都内水産市場 
魚種：マサバ、ゴマサバ等7種類 
 本調査では、タチウオ（28検体）、アジ（10検体）からは検出
されなかった。ただし、他の研究グループの調査にて、タチウ
オやアジからもアニサキスが検出された報告がある。 
 

魚種 検査数 陽性数※ 

個体 

陽性数※ 

内臓 

陽性数※ 

筋肉 

マサバ 136 130 

（95.6） 

130 

（95.6） 

60 

（44.1） 

ゴマサバ 26 16 

（61.5) 

16 

（61.5） 

0 

（0） 

ホッケ 27 27 

（100） 

26 

（96.3） 

5 

（18.5） 

キンメダイ 36 20 

（55.6） 

20 

（55.6） 

0 

（0） 

サンマ 164 7 

（4.3） 

7 

（4.3） 

0 

（0） 

タチウオ 28 0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

アジ 10 0 

（0） 

0 

（0） 

0 

（0） 

※上段：陽性数、下段：検出率（%） 
東京都の調査結果をもとに作成 

（東京都福祉保健局, 食品衛生の窓,2010） 
 
・ 2012年4月～2017年3月に市場に流通する魚介類113魚種1718
尾が検査され、47種223尾でアニサキス科線虫の寄生が確認さ
れた。 

（東京都福祉保健局, 食品衛生の窓, 2017） 
 

・ 2012年4月～2014年3月に市場に流通する90魚種750尾を調査
した結果、35魚種119尾でアニサキスの寄生が確認された。ま
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た、30の産地を調査した結果、17地域でアニサキスの寄生が確
認され、そのうち10地域で確認されたAnisakis simplexの寄生状
況は、北海道及び太平洋側を主とし、日本海側や九州地方は低
い傾向であった。養殖魚6魚種19尾からは、アニサキスは検出さ
れなかった。 

（東京都市場衛生検査所, 2014） 

 ・ 厚生労働省の調査「カツオの生食を原因とするアニサキス食中

毒の発生要因の調査と予防策の確立のための研究について」 

2018年8～11月に漁獲されたカツオを調査した結果、漁獲直後、

水揚げ後及び流通後の各段階において腹側筋肉からアニサキ

スが検出され、背側筋肉からは検出されなかった。検出されたア

ニサキスはカツオの組織に被包された状態であったことから、カ

ツオ生存時に腹側筋肉に寄生していたことが確認された。また、

検出されたアニサキスはすべてAnisakis simplexであった。 

 

内臓除去の 

時期 

調査

尾数 

内蔵 
筋肉 

腹側 背側 

陽性 

尾数 

アニサキス 

検出総数 

（1尾における 

検出数） 

陽性 

尾数 

アニサキス 

検出総数 

（1尾における 

検出数） 

陽性 

尾数 

漁獲直後 30 30 251 （1～91） 2 22 （2～22） 0 

水揚げ後 30 28 212 （1～64） 8 13 （1～5） 0 

流通後 30 30 168 （1～27） 4 12 （1～6） 0 

陽性率 - 97% - 15% - 0% 

※漁獲直後：漁獲された直後に船上で内臓を除去 

水揚げ後：漁獲され水揚げされた港で内臓を除去 

流通後：漁獲され水揚げ港から研究室に持ち込まれた後で内臓を除去 

（厚生労働省，2019）  
 
【海外】 
・ 2004年4月～2005年3月に北西太平洋の台湾沖北東部で捕られ
たゴマサバ369尾でのアニサキス第3幼虫（Anisakis simplex）の
寄生率は93.6％であった。 

（Chou et al., 2011） 

 （４）失活条件 ・ 60度1分の加熱、70度以上の加熱で死滅する。 
・ -20度で24時間以上冷凍すると感染性が失われる。 

（厚生労働省, 2014） 

 

３ 食中毒の特徴   

 （１）機序 ・ アニサキス幼虫が寄生している生鮮魚介類を生（不十分な冷凍
又は加熱のものを含む）で食べることで、アニサキス幼虫が胃壁
や腸壁に刺入して、アニサキス症を引き起こす。 
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（厚生労働省, 2014） 

 （２）潜伏期間 【胃アニサキス症】 

・ 食後数時間後から十数時間後に発症する。 
（厚生労働省, 2014） 

・ 生食後数時間して発症する。 
（国立感染症研究所, 2014） 

・ 感染後6～7時間くらいで発症する。 
（奥・神谷, 2004） 

【腸アニサキス症】 
・ 食後十数時間から数日後に発症する。 

（厚生労働省, 2014） 

 

 （３）症状 【症状の程度による分類】 

＜劇症型（急性）＞ 

  喫食後、持続する激しい腹痛が起こり、吐き気や嘔吐を伴うこと

もある。 

＜緩和型（慢性）＞ 

  症状は軽微で、自覚症状もない場合が多い。 

（鈴木ら, 2011） 

 

【寄生部位による分類】 

＜胃アニサキス症＞ 
  生食後数時間して、激しい上腹部痛、悪心、嘔吐などの症状を
呈す。 

＜腸アニサキス症＞ 

虫体が腸に穿入し、腹痛、悪心、嘔吐などの症状が見られ、時
に腸閉塞や腸穿孔を併発する。 

＜消化管外アニサキス症＞ 
虫体が消化管を穿通して腹腔内へ脱出後、大網、腸間膜、腹壁
皮下などに移行し肉芽腫を形成することもある。 

（国立感染症研究所, 2014） 
【アニサキスアレルギー】 

じんましんを主症状とし、更に血圧降下や呼吸不全、意識消失
などのアナフィラキシー症状を呈した症例も報告される。 

（国立感染症研究所, 2014） 

 

 （４）有症期間 ・ 通常は感染から3週間以内で自然に消化管内から消失する。 
（伊藤・西島, 2015; FDA, 2012） 

 

 （５）予後 ・ アニサキスによる死亡例は報告されていない。 

（伊藤・西島, 2015） 
・ 胃アニサキス症の場合、胃内視鏡による虫体の摘出が最も有効
である。 

・ 腸アニサキス症の場合、対症療法を施しながら経過観察を続
け、腸閉塞など重症化した場合には、外科的治療を伴うこともあ
る。 

・ アニサキスアレルギーの場合、じんましん等の症状に対してはス
テロイド剤等、アナフィラキシー症状に対してはエピネフリン等の
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投与が有効との報告がある。 
（鈴木ら, 2011） 

 （６）発症に必要な虫

数 

・ 幼虫1体以上 
(FDA, 2012) 

 

４ 食中毒件数・患者数   

 （１）国内   

 ① 報告数 ・ アニサキス食中毒発生状況 

年 2015 2016 2017 2018 

事件数（件） 127 124 230 468 

患者数（人） 133 126 242 478 

※食品衛生法施行規則の一部を改正する省令（2012年12月28日公布）に

伴い、2013年より食中毒統計の「病因物質の種別」欄にアニサキス症が

追加された。 

（厚生労働省「食中毒統計」） 
 
・ 2016～2018年のアニサキス食中毒事例828件のうち、原因食品

（推定含む）として魚種が特定されている事例は、サバ140件（う
ち、シメサバ79件）、カツオ90件、アジ33件、サンマ31件、イワシ
14件、ブリ12件、ヒラメ10件、サケ5件、キンメダイ4件、マグロ3件
（以下略）であった。（食中毒統計（厚生労働省）をもとに農林水
産省が集計） 

 

 ② 推定数 ・ 33万人規模のレセプト注データを用いた試算で、日本国内での発
生は、年間7,147件と推計されている（2005～2011年の年平均）。 
注：医療機関が健康保険組合等に提出する診療報酬明細書 

（国立感染症研究所, 2014） 

 

 （２）海外   

 ① 報告数 ・ 米国では50件以下、欧州では500件以下の発生が毎年報告され
ている。 

（Audicana et al., 2002） 
・ 米国では報告義務がないため発生数は不明だが、1970年代は
年間10件程度報告があったとされる。 

（FDA, 2012） 

 

 ② 推定数 -  

５ 主な食中毒事例   

 （１）国内 ・ アニサキス症が集団発生することは稀だが、1988年に千葉県
で、カタクチイワシの生食による62名の集団感染事例の報告が
ある。 

（鈴木・村田, 2011） 

 

 （２）海外 -  

６ 食中毒低減のための

措置・取組 

  

 （１）国内 【農林水産省】 

・ アニサキス症を含む寄生虫による食中毒について、ホームペー
ジで注意喚起（詳細は「９．（１）国内」を参照）。 
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（農林水産省, 2014） 
 

【厚生労働省】 

・ 1999年12月28日付け食品衛生法施行規則の一部改正（厚生省
令第105号）により、アニサキスも食中毒病因物質として具体的
に例示されるようになり、アニサキスによる食中毒が疑われる場
合、24時間以内に最寄りの保健所に届け出ることが必要となっ
た。 

（厚生省, 1999） 
・ 中国産中間種苗由来の養殖カンパチ及びイサキから高頻度で
アニサキスが検出されたため、都道府県等宛、当該中間種苗注

に由来する養殖魚に限り、出荷に際して凍結などアニサキスが
死滅する処理を行うよう指導。 
注：※2003～2004年に採捕された稚魚を中国国内で2004年秋まで、又は

秋以降も継続して育成した養殖用の種苗。中国における生餌（冷凍し
ていないもの）の給餌が高頻度のアニサキス感染の原因と考えられて
いる。 

（厚生労働省, 2005） 
・ 2012年12月28日付け食品衛生法施行規則の一部改正（平成24 
年厚生労働省令第164号）により、食中毒事件票にアニサキス
が追加された。 

（厚生労働省, 2012） 
・ アニサキスによる食中毒予防について、ホームページに掲載。 
＜事業者へ推奨する主な内容＞ 
✓ 新鮮な魚を選び、速やかに内臓を取り除く。 
✓ 魚の内臓を生で提供しない。 
✓ 目視で確認して、アニサキス幼虫を除去する。 

✓ 冷凍する。 (-20℃で24時間以上冷凍） 
✓ 加熱する。(60℃では１分、70℃以上）  
✓ 一般的な料理で使う食酢での処理、塩漬け、醤油やわさび

を付けても、アニサキス幼虫は死滅しない。 
（厚生労働省, 2014） 

 （２）海外 【Codex】 

・ Codexでは、魚及び魚製品の実施規則等において、アニサキス
は中心部の加熱（60度で1分）又は冷凍（-20度で24時間）で死滅
し、生食の場合、中心温度-35度で15時間、又は-20度で7日間
冷凍により、全寄生虫が死滅するとしている。また、アニサキス
幼虫が内臓から筋肉に移行するのを防ぐために、速やかに内臓
を除去することが効果的としている。 

(Codex, 2003, 2013, 2016) 

【EU】 

・ EUでは、生食用の魚及び軟体動物について、-35度15時間以上
又は-20度24時間以上の冷凍を義務づけている。但し、養殖魚
については、例外規定を設けている。 

（EU, 2011） 

【FDA】 

・ 米国では、生食用の魚は、-20度で7日間以上の冷凍・保管、あ

 

- 50 -



【アニサキス】  ©農林水産省©農林水産省 

 

るいは、-35度以下で凍らせた後に-35度以下で15時間以上又
は-20度以下で24時間以上の保管が、アニサキスを含む寄生虫

の死滅に効果的としている。 
（FDA, 2011） 

７ リスク評価   

 （１）国内 -  

 （２）海外 【JEMRA】 

・ アニサキス科線虫類を重要な海産魚介類媒介性の寄生虫のひ
とつとしている。 

（FAO/WHO, 2014） 

【EFSA】 

・ EFSAは、魚介類中の寄生虫の食品安全に関するScientific 
Opinionを公表。 

アレルギー反応に関わる魚製品中の寄生虫はアニサキス幼
虫(A. simplex)のみであり、生きたアニサキス幼虫の感染がアレ
ルギー感作を引き起こすこと、加熱・冷凍処理が最も有効なアニ
サキス死滅方法であること、養殖アトランティックサーモンについ
て、養殖かご又は陸上タンクで配合飼料により飼養された場合
のアニサキス幼虫感染リスクは無視できることなどを結論付け
た。また、以下の研究をより進めるよう勧告した。 
✓ 処理方法、魚種、宿主歴と寄生虫の非感染性及び不活性

化の関連性 
✓ 様々な養殖法の生食用の魚介類のアニサキス寄生率に関

する効果 
✓ 天然魚における寄生虫の生活環や地理的・季節的な分布

等に関する体系的データの収集 
（EFSA, 2010） 

 

８ 今後必要とされるデー

タ 

各地の市場における魚種別汚染状況の推移  

９ 消費者向けの情報   

 （１）国内 【農林水産省】 

・ ウェブページ「食中毒をおこす細菌・ウイルス・寄生虫図鑑 アニ
サキス（寄生虫（線虫類））［Anisakis］」において、予防のポイント
を紹介している。 
＜内容＞ 
✓ 十分な冷凍（－20℃で24時間以上）や加熱調理（中心温度

60℃で1分以上）を行う。 

✓ アニサキス幼虫は、魚の鮮度が落ちると内臓から筋肉に移
動することから、魚が新鮮なうちにできるだけ早く内臓を除
去し、十分に洗浄することで感染の確率を下げる。 

✓ 魚の内臓を生で食べない。 
✓ 海産魚介類を生で食べる場合は、目でよく見てアニサキス

幼虫がいないことを確認する。 
✓ 一般的な料理で使う程度の酢、醤油、塩、わさびの量や濃

度、処理時間ではアニサキス幼虫は死滅しない。 
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✓ 特にシメサバ（自家製など冷凍処理されていないもの）によ
るアニサキス症が多く報告されているため、シメサバを作る

場合は、できるだけ早く内臓や内臓周りの筋肉を除去し、ア
ニサキスに感染する確率を下げる。ただし、もっとも有効な
予防方法は冷凍処理を行うこと。 

（農林水産省, 2014） 
・ 水産白書に、アニサキスの食中毒予防に係る正しい知識の普及
を記載。 

＜内容＞ 
✓ 新鮮な魚を選び、内蔵を取り除く。 
✓ 魚の内臓を生で提供しない。 
✓ 目視で確認して、アニサキス幼虫（2～3 cm）を除去する。 
✓ 冷凍・加熱を十分に行う。 
✓ 家庭でも同様の体策を取ることで感染の確率を下げられる。 

・ 購入又は釣った丸の魚介類を生で食べる場合には、魚が新鮮
なうちにできるだけ速やかに内臓を除去し、十分に洗浄する、ア
ニサキス幼虫がいないことを目視で確認する。 

（水産庁, 2018） 

 

【厚生労働省】 

・ ウェブページ「アニサキスによる食中毒を予防しましょう」におい
て、アニサキス食中毒について、正しい知識、現状及び予防方
法等について理解を深めるため、消費者に情報を提供してい
る。 
＜主な内容＞ 
✓ 魚を購入する際は、新鮮な魚を選ぶ。また、丸ごと１匹で購

入した際は、速やかに内臓を取り除く。 
✓ 内臓を生で食べない。 
✓ 目視で確認して、アニサキス幼虫を除去する。 
✓ 一般的な料理で使う食酢での処理、塩漬け、醤油やわさび

を付けても、アニサキス幼虫は死滅しない。 
（厚生労働省, 2014） 

 

【その他】 

・ （公社）日本食品衛生協会は、ウェブページ「知ろう！防ごう！食
中毒」の「寄生虫による食中毒１．アニサキス」において、予防方
法を紹介している。 
＜主な内容＞ 

✓ 魚を丸で購入する時は、鮮度のいいものを購入し、できる限
り早く内臓を取り除く。さらに、料理する時によく見てアニサ
キスの幼虫を取り除く（ただし全て取り除くことは難しい）。 

✓ 加熱は、アニサキスを死滅させるため有効な予防法。 
✓ 普通の料理で使用する量の塩、酢、わさびなどではアニサ

キスは死滅しない。 
✓ 冷凍処理（－20℃以下で24時間以上）でアニサキスは死

滅。 
((公社)日本食品衛生協会) 

- 52 -



【アニサキス】  ©農林水産省©農林水産省 

 

 （２）海外   

10 その他参考となる情報 ・ 寄生虫が存在しない配合飼料を餌とするサケ・マス類養殖技術
の確立により、刺身で食べても安全なサケ・マス類の生産が可
能となっている。 

（水産庁, 2013） 
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